
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
40年の歩み



世界中すべての

子どもの権利が

実現された

世界を目指して

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの

40年の歩みを振り返り、未来を描く旅



ごあいさつ セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、1986年の創立以来、本

年で40年という節目を迎えることができました。

ここまで歩み続けることができましたのは、ひとえに皆さま

のお力添えの賜物です。長きにわたり、日本と世界の子ども

たちとともに活動を続けてこられましたことに、心より感謝申

し上げます。この40年を振り返ると、私たちは国内外でさま

ざまな状況に置かれた子どもたちの権利保障に取り組んで

まいりました。

私たちが活動を続けてこられたのは、セーブ・ザ・チルドレ

ンに寄り添い、支えてくださった皆さまのお力添えがあって

こそです。しかし世界では、子どもたちの権利がいまだ十分

に保障されているとは言えない現状があります。

だからこそ、私たちはこれからも一層活動を推し進めてまい

ります。私たちはこれからも、世界中すべての子どもの権利

が実現された社会を目指し、歩みを止めません。この節目を

新たな出発点として、一人ひとりの子どもの声に耳を傾け、

子どもたちが自らの可能性を最大限に発揮し、未来を選び

取ることのできる社会の実現に向けて、全力で挑み続けま

す。これからも変わらぬご支援とご協力を、心よりお願い申

し上げます。 
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公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

理事長　井田 純一郎
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名誉理事長　上野 昌也

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが創立40年の節目を迎える

にあたり、これまで支えてくださったすべての皆さまに、心より

感謝申し上げます。

子どもの権利が日本社会にまだ十分に根付いていなかった

1986年に一歩を踏み出し、今では国内外の様々な分野で支援

の輪が広がったことは、理念に賛同し、ともに歩んでくださっ

た多くの皆さまのお力添えの賜物にほかなりません。私自身も

その支援の輪に加わり、世界中の子どもたちに地道な支援を

続ける活動がいかに尊く、不可欠なものであるかを改めて肌で

感じた次第です。

しかし、未だに紛争や自然災害、貧困、暴力など、子どもたち

を取り巻く問題は終わりが見えません。だからこそ私たちは、

すべての子どもの「生きる 育つ 守られる 参加する」機会を等

しく提供するために、これからも活動に力を尽くしてまいりま

す。今後もセーブ・ザ・チルドレンの子ども支援活動に、あたた

かいご賛同とご協力をいただけますよう、何卒よろしくお願い

申し上げます。

専務理事・事務局長　髙井 明子

「すべての子どもの権利が実現された世界」̶ これが、セーブ・

ザ・チルドレンの掲げるビジョンです。活動の指針であると同

時に、時代が変わっても決して手放すことのできない、子ども

たちへの約束でもあります。

この40年、私たちは、国内外でさまざまな支援を積み重ねて

きました。創立当初の海外支援から、国内の子どもの貧困問

題や大規模災害への対応へと活動を広げてこられたのも、「子

どもの権利」という揺るぎない軸と、多くの方々からのご賛同

ご協力があったからにほかなりません。

そして、私たちのミッションは、子どもたちとの向き合い方に

「画期的な変化」を起こすことです。それは支援を届けるだけ

にとどまらず、権利の主体である子どもを社会の中心に据えて

社会の仕組みそのものを変えていくことです。事業を通して積

み上げてきた知見やパートナーシップは、その変化を生み出す

力の源となっています。

私たちは、これからも一人ひとりの子どもの声を社会につなぎ、

多くの方々とともに、子どもの権利が実現される未来を切り拓

いていきます。

2026年5月7日

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン



セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、

2026年に40年を迎えました。

多くの仲間とともに歩んできた40年。

その歩みを振り返り、未来を描く旅へ。

さあ、ともに出かけましょう。



セーブ・ザ・チルドレンは、1919年にイギリスで創設された

100年以上の歴史を持つ、子ども支援専門の国際NGOです。

日本では、1986年に創立され、今年で40年を迎えました。

すべての子どもの権利が守られる社会の実現を目指し、

国内外で活動を続けています。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの
これまでと、これからをつなぐ旅へ
ともに、出かけましょう。
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答えは次のページのどこかに隠れているよ！
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1986年から40年、

私たち、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは

多くの方とともに歩んできました。

世界各地に支援を届けてきた一方で、

多くの厳しい現実が今も続いていることを

改めて受けとめています。

私たちの歩みはまだ終わりません。

さあ、ともに歩み続けましょう。

未来を描く、旅へ。



ともに歩もう

すべての子どもの権利が

実現された世界を目指して

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

公式サイト



子どもの権利条約

第1条 第2条 第3条

第4条 第5条 第6条

第7条 第8条 第9条

第10条 第11条 第12条

第13条 第14条 第15条

第16条 第17条 第18条

第19条 第20条 第21条

子どもの権利条約は、子どもを守られる存在としてだけでなく、一人の人間として権利を持つ主体であることを
明確にした初めての条約です。生きること、育つこと、守られること、そして自分の意見を伝えることなど、
子どもが安心して成長するための基本的な権利が示されています。

これってどういう
権利なんだろう？

第22条 第23条 第24条

第25条 第26条 第27条

第28条 第29条 第30条

第31条 第32条

第34条 第35条 第36条

第37条 第38条 第39条

第40条 第41条 第42条

第33条

子どもの権利条約では、18歳未満の
すべての人を“子ども”とします。

人種・皮膚の色・性別・言語・宗教・
障害・貧富の差・考え方・生まれた環
境や場所などによって差別されない
権利があります。

国やおとなから、その子どもにとって
最も良いことを優先して考えてもらう
権利があります。

子どもは国に子どもの権利条約を守っ
てもらう権利があり、国は子どもの
権利を保障する義務があります。

子どもの権利を行使できるように、
親などから心身の発達にあった適切
な支援を受ける権利があります。

生きる権利・育つ権利、命を大切に
される権利があります。

生まれた時から、名前や国籍を持ち、
できるかぎり親を知り、親に育てら
れる権利があります。

名前・国籍、身元がわかるものなど、
自分のアイデンティティがうばわれ
ないように、国から守られる権利が
あります。

虐待など子どもへの害がない限り、
親と離されない権利があります。

他国に住む親や家族と連絡をとり、
会える権利があります。

法に反して他国に連れて行かれず、ま
た自分の国に戻れる権利があります。

自分に関わるすべてのことについて
意見を聴かれ、その意思を大切にさ
れる権利があります。

さまざまな方法で情報や考えを得て、
自由に伝えたり表現したりする権利
があります。

自分の考えや宗教などを自分で決め
る権利があります。

市民として社会に参加するために、グ
ループを作り、集まる権利があります。

プライバシーが守られ、名誉や信用
を傷つけられない権利があります。

さまざまな情報にアクセスでき、有害
な情報からは守られ、情報を有効に
活用する権利があります。

子どもは、まず親・保護者に育てられ
る権利があります。そのために、子ど
もを育てる責任がある親・保護者を
国がサポートします。

子どもの身体や心を傷つけるあらゆ
る暴力・言葉から守られる権利があ
ります。

子どもは、家庭的な環境で育つ権利
があります。それができない場合は、
里親家庭や養子縁組、児童養護施設
で暮らすなど、別の家庭的環境を得
る権利があります。

養子縁組をする場合、その子にとっ
て最もよいと確認された新しい環境
で育てられる権利があります。

難民となって逃れている場合、特別
な保護やサポートを受ける権利があ
ります。

身体や心の障害にかかわらず、社会
に参加し、教育や医療サービス、仕
事などの機会を得る権利があります。

いつでも健康でいるために保健・医
療サービスを受けることや、子どもの
健康を害するような習慣をなくして
もらう権利があります。

施設に暮らしている場合、そこでの
子どもの扱いが良いものかどうか、
定期的に調べてもらう権利があり
ます。

子どもの生活を支えていくために、社
会保障などのサポートを利用する権
利があります。

身体や心を成長させていけるよう、十分
な水準の生活を送る権利があります。

すべての子どもは、平等にかつ無償
で教育にアクセスできる権利があり
ます。学校の規律は、子どもたちの
尊厳が守られるものでなければなり
ません。

教育によって、自分の身体と心を成
長させる権利があります。教育の目的
には、人権、母国や生まれ育った社
会の価値観や言語、平和、友好の精
神、自然環境を尊重することなどが
含まれます。

少数民族や先住民族である場合、自
分たちの文化を守り、宗教を信じ、言
葉を使う権利があります。

子どもには、休む権利、自由な時間
を持つ権利、遊ぶ権利があり、文化
的・芸術的な活動に十分に参加する
権利があります。

身体や心にとって危険な仕事や、学
校に通えなくなるなど教育がさまた
げられるような仕事から保護される
権利があります。

不法な性行為をさせられることや、
性的な写真や動画を撮られることな
ど、あらゆる性暴力から守られる権
利があります。

ゆうかいされず、売り買いされない権
利があります。

誰からも幸せをうばわれず、子どもの
成長に害を与える、あらゆる搾取や
不当な扱いから守られる権利があり
ます。

ごうもんや死刑など、身体や心を傷
つける非人道的な扱いを受けず、不
当に自由をうばわれない権利があり
ます。

子どもは平和に生きる権利がありま
す。紛争・戦争でたたかうことを強い
られず、紛争・戦争にまきこまれた場
合には、保護される権利があります。

あらゆる暴力の犠牲・対象となった
子どもは、身体と心を回復させ、社会
に復帰し、尊厳を取り戻すための支
援を受ける権利があります。

法に反する行為を行った子どもは、
社会に復帰できるよう、人間の尊厳
についての意識が高まる形で対応さ
れる権利があります。

「子どもの権利条約」よりもっと良い
法律や決まりがあれば、それを使う
権利があります。

おとなだけでなく子どもも、「子どもの
権利条約」を知る権利があります。

麻薬など違法な薬物の使用から守ら
れ、その生産や取り引きに巻き込ま
れない権利があります。

1989年11月20日に国連総会で採択された「子どもの権利条約」は全部で54条ありますが、
43条から54条は特に、国・国際機関・その他の組織や団体に対する約束ごとです。
そのため、この一覧表には、特に子どもたちに知ってほしい42条までの条文を掲載しています。

子どもの権利条約
実は54条まである？
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